
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たかせコミセンだより

 発行：高瀬コミュニティセンター 

 〒990-2232 

 山形市大字下東山 1360番地 

 高瀬紅花ふれあいセンター内 

  TEL 023(686)3341 FAX 023(687)2076 
ホームページもご覧ください → http://www.yamagata-community.jp/~takase/    e-mail： takase@mmy.ne.jp 

―紅花の里 高瀬― 
令和 7.3.1 発行 

 

講師の先生、地域の皆さん、ご協力ありがとうございました！ 

来年度も皆さんの参加を

お待ちしています！ 

「立志の集い」高楯中２年生
一人一人の決意を込めて、色紙に書いた文字を発表しました。 

４月からは３年生。高楯中を引っ張っていく気持ちが伝わってくる姿でした。 

 

高瀬紅花生産組合では、種まきから収穫までの紅花栽培を体験したい方を募集しています。 

〜紅花栽培を体験してみませんか〜 

赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金のご報告 
赤い羽根共同募金 ４３３，４６０円  歳末助け合い募金 ３２０，４４３円 

【高瀬地区振興会・高瀬地区社会福祉協議会】 

ご協力誠にありがとうございました。 

令和 7年 4月 1日から  
山形市コミュニティバス高瀬線 

ラッピングデザインが変更になります！！ 

新しいデザインです☆ 
 
この機会に紅花バスにご
乗車ください♪ 
 
山形市  
公共交通課(内線９２６) 

冬期間の練習の成果を発表します。 

「いつも何度でも」「パプリカ」「千本桜」など 

子ども達を中心に選んだ曲を演奏します。 

          活動に興味のある方の 

          見学・体験も大歓迎です！ 

         ぜひ、お気軽にいらして下さい。 

たかだて吹奏楽クラブ 
     ミニコンサート＆見学体験会 

令和７年３月２０日(木祝) 
   13:00～15:00 

(コンサートは 14:00～) 

高瀬コミュニティセンター 

    多目的ホール 
問い合わせ：080-6005-2452（安孫子） 

＜紅花まつり＞ 

＜施設見学会＞ 

＜脚の健康アップ講座＞ 

＜コーヒー講座＞ ＜だんご木飾り＞ 

＜紅花染め＞ 
＜東山三十三カ所めぐり＞ 

＜ヨガ教室＞ 

＜寺子屋塾＞ 

＜応急手当講習会＞ 

＜門松作り＞ 

＜自然観察会＞ 
＜米粉料理教室＞ 

✿ 体験期間 ４月〜７月   ✿ 費用 3,000 円程度 

希望される方は、はがきに住所・氏名・年齢・電話番号を明記のうえ、下記あてに３月１4 日(金)必着でお申込み

ください。(応募多数の場合は抽選とさせていただきます)  後日ご連絡させていただきます。 

＜お問合せ＞                 ＜申込み先＞ 

      高瀬紅花生産組合事務局 石山        〒990-2232 山形市大字下東山 1360 

      ☎０７０－５６２７－８３８９            高瀬紅花ふれあいセンター 

１日 全国火災予防運動  ２０日 春分の日 
３日 ひな祭り       ２３日 彼岸明け 
５日 啓蟄        ２５日 電気記念日 
７日 消防記念日 
１１日 東日本大震災の日 
１４日 ホワイトデー 
１７日 彼岸入り 
 

運行日 ： 平日毎日運行【土曜日・日曜日・祝日(振替休日含む)・12月 29日～1 月 3 日を除く】 

      ※午前 7時 40分発の便は、高瀬小学校・高楯中学校がともに休校の日は運休します。 

運行車両 ： ジャンボタクシー 

運 賃 : 大人(中学生以上)３００円一定区間だけの乗降２００円 

      小学生は大人運賃の半額 未就学児は無料 

    一定区間【高瀬・楯山地区：高沢～風間入口間】【市街地区：鈴川ことぶき荘～山形駅前の間】 

運行ルート ： 高瀬・楯山地区⇔市街地地区 

http://www.yamagata-community.jp/~takase/
mailto:takase@mmy.ne.jp
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❖日 時 ： ３月5 日12 日19 日26 日 10時～11時 ＜毎週水曜日＞ 

❖場 所 ： 高瀬紅花ふれあいセンター  多目的ホール 

❖持ち物 ： 飲み物、タオル、内履き❖申込み ： 不 要    ❖参加費 ： 無 料 

【お問合せ】 地域包括支援センター大森☎ 685-1224 

子育ておしゃべりサロン

❖日時・・・３月１８日（火） １０時より ❖人数・・・親子６組まで
❖場所・・・高瀬紅花ふれあいセンター  研修室・多目的ホール 

❖持ち物・・・子どもさんのお世話に必要なもの       【高瀬地区社会福祉協会】 

いきいき百歳体操

 
 
 
 
小学生のみなさん！ 春休みに、高校生のみなさんと楽しく学習しましょう。 

課題に取組んだり、得意なことを伸ばし苦手なことを乗り越えたりするチャンスです!!  
【いつ・どこで】 

 
 
  

【だれが・対象】  山形市内の小学生  
【教えてくれる人】 山形北高等学校ボランティアエンジェルのみなさん 
【持 ち 物】       自主勉強の教材、春休みの課題、筆記用具、飲み物 など 

 
 
 
 
 

 
【お願い】  
○送迎等につきましては、保護者様の責任でお願いいたします。  
○東部公民館には駐車場はありますが、 ほかの施設と共用となっております。 
 混み合うことが予想されますので、ご理解ください。 

 【お問い合わせ先】山形市教育委員会 社会教育青少年課社会教育係電話 ６４１－１２１２ 内線４５９ 

 
【申し込み】 市ホームページの申込みフォームから 

(二次元コードをご活用ください)。 

３月１8日（火）まで 
※ただし、各日先着５０名で締め切ります。 

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kosodatekyoiku/shakaikyoiku/1006733/1014559.html 

■３月２６日(水) 午前 9：30～11：30 東部公民館 ２階講堂 

■３月２７日(木) 午前 9：30～11：30 東部公民館 ２階講堂 
 

 

対 象：山形市内在住の方４0 名 ※年齢・性別は問いません 

期 間：令和７年５月から計９回の講座（１回４時間程度） 

内 容：医師や管理栄養士の話、調理実習など 

会 場：山形市保健所（霞城セントラル内） 

費 用：１,７00 円程度（テキスト代） 

申込先：電話で山形市健康増進課（TEL:616-7273）へ  

問合せ：山形市健康増進課 健康栄養係 TEL：616-7273 

 

受講生募集中！５月中旬に説明会を開催予定 

  

対象事業 

毎回 500Ｐ進呈！ 

ボランティア養成講座
健康づくりのために望ましい食生活を学び、地域に広めていただくボランティア（食生活改

善推進員）を養成する講座です。食と健康に興味がある方、新たな仲間を作りたい方、ボラン
ティア活動に興味のある方、どなたでも参加いただけます。 

食の 

市役所 窓口延長・臨時開庁のお知らせ 
引っ越しシーズンである３月末から４月頭にかけて、 
下記の通り、窓口の時間延長と臨時開庁を行います。 

問い合わせ先：山形市役所 市民課 ☎０２３-６４１-１２１２（内線３４５） 

〇転出届は郵送や、オンラインでの手続きが可能です。 

市外への引っ越しで必要な転出届は、郵送や、オンライン(マイナポータルを利用)でも届出できます。 

引っ越しシーズンは窓口の混雑が予想されるため、積極的にご活用ください。 

〇住所異動や証明書交付について、「書かない窓口」が始まりました。 

令和６年１月より住所異動や証明書請求受付において、証明書や申請書の記入が不要になりました。 

職員がお客様からの聞き取りで作成した届出書に、署名をするだけで手続きが完了します。 

〇届出人の本人確認について 

各種届出や申請の際、窓口にて必ず本人確認を行います。 

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等をご持参ください。 

〇インターネットで窓口の混み具合がわかります。 

市ホームページで、市民課窓口の待ち時間が確認できます。 
【山形市 待ち時間確認ページ】 

※他市区町村等に確認を要する届出、転出証明書の代わりにマイナンバーカード等を用いた転入届、マイナン

バーカードの各種電子証明書手続き及び交付は平日午前８時３０分～午後５時までの取り扱いとなります。 

※各公民館、各地区コミュニティセンターでは、異動の届出は一切受付を行っていません。 

実施窓口 

平日受付延長 

３月２４日(月) 
～４月４日(金) 

午前 8 時 30 分～ 

    午後7時まで 

日曜開庁 

３月３０日(日) 
午前 8 時 30 分～ 

    午後 5 時まで 


